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及
び
復
帰
担
当
将
校
の
責
任
と
す
る
。

ロ
イ
ヤ
ル
　
フ
ァ
ー
マ
ン

依
命
通
牒

南
西
諸
島
及
び
そ
の
近
海
住

民
に
告
ヾ

（エ
リ
オ
ツ
ト
入

ッ

ク
マ
ス
タ
ー
軍
政
長
官
の
就
任
）

癖
離
歌
辟
催
粋
針
キ
Ｊ

米
国
合
衆
国
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官
が
発
し
た
指
示
に

基
づ
き
、
よ

っ
て
本
官
、
米
国
海
軍
少

将
、

エ
リ

オ

ッ

ト

・
バ

ッ
ク
マ
ス
タ
ー
は
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
ル
・
プ
ラ
イ
ス

氏
に
代
り
沖
縄
海
軍
作
戦
基
地
司
令
官
と
な
り
軍
政
長
官

の
職
務
を
こ
こ
に
継
承
し
、
軍
政
府
に
関
す
る
す
べ
て
の

事
項
に
関
し
、
こ
こ
に
米
国
合
衆
国
太
平
洋
艦
隊
司
令
長

官
の
代
行
者
と
な
る
。

米
国
合
衆
国
海
兵
隊
大
佐
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
イ
ラ
ー

・
ム

レ
ー
を
軍
政
副
長
官
に
任
命
す
る
。

軍
政
府
が
こ
れ
ま
で
に
発
行
し
た
布
告
、
命
令
及
び
布

令
は
九
て
引
き
続
い
て
効
力
を
有
す
る
。

特
別
布
告
第
二
号
に
代
る
本
布
告
は
一
九
四
六
年
二
月

十
三
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

軍
政
長
官

沖
縄
海
軍
作
戦
基
地
司
令
官

米
国
海
軍
少
将

・
　

　

　

　

　

エ
リ
オ
ッ
ト

・
ノミ

ッ
ク
マ
ス
タ
ー

材
木
の
消
費
節
滅

癖
融
評
膵
騨
維聯
勢
丁
翌

１
　
軍
政
府
が
住
宅
、
病
院
及
び
工
場
そ
の
他
に
使
用
す

る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
輸
入
材
木
の
数
量
は
極
め

て
限
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
現
在
使
用
を
認
め
ら
れ
て

い
る
数
量
が
使
い
果
た
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
れ
以
上
入

手
で
き
る
と
い
う
保
証
は
全
く
な
い
。

２
　
従

っ
て
、
地
区
そ
の
他
当
本
部
管
内
の
諸
部
隊
は
、

材
木
の
消
費
を
常
に
最
大
限
度
に
節
減
す
る
こ
と
が
絶

対
に
必
要
で
あ
る
。

３
　
地
区
隊
長
及
び
各
部
長
は
、
材
木
を
使
用
す
る
建
物

の
建
築
作
業
又
は
建
築
要
求
を
最
小
限
度

一
杯
に
押
え

る
と
と
も
に
、
更
生
資
材
で
利
用
で
き
る
も
の
は
も
ち

ろ
ん
茅
そ
の
他
の
地
元
産
資
材
を
で
き
る
限
り
最
大
限

に
使
用
す
る
こ
と
。

指
示
に
依
り

ロ
イ
ヤ
ル
　
フ
ァ
ー
マ
ン

ｙ
土
地
所
有
権
関
係
資
料
蒐
集

に
関
す
る
件

癖

静

誤

雅

称

祭

寸
一ュ

Ｊ

一
、
沖
縄
に
於
け
る
土
地
所
有
権
決
定
の
準
備
と
し
て
関

係
資
料
の
蒐
集
は
総
務
部
の
責
任
と
す
る
。

二
、
各
村
長
は
沖
縄
諮
詢
会
総
務
部
の
監
督
の
下
に
各
村

に
五
名
の
村
土
地
所
有
権
委
員
及
び
各
宇
に
十
名
の
字

土
地
所
有
権
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
。

三
、
土
地
所
有
者
は
所
有
土
地
０
申
請
書
を
該
土
地
隣
接

の
所
有
者
た
る
保
証
人
三
名
の
連
署
を
以
て
宇
所
有
権

委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
。
土
地
所
有
者
は
嘗
て
自
ら

の
保
証
人
た
り
し
人
を
し
て
己
の
保
証
人
た
ら
し
め
る

事
を
得
ず
。

四
、
宇
土
地
所
有
権
委
員
会
は
九
て
の
土
地
所
有
権
の
調

査
を
な
し
之
を
村
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
。
字
土
地

所
有
権
委
員
会
は
必
要
に
応
じ
土
地
所
有
権
調
査
に
関

し
他
の
字
所
有
権
委
員
会
と
協
議
す
る
こ
と
を
得
。

五
、
村
土
地
所
有
権
委
員
会
は
公
有
地
並
び
に
所
有
権
未

確
定
の
土
地
を
調
査
し
記
録
を
作
成
し
之
を
村
長
に
報

告
す
べ
き
も
の
と
す
。
村
土
地
所
有
権
委
員
会
は
必
要

に
応
じ
土
地
所
有
権
調
査
に
関
し
他
の
村
土
地
所
有
権

委
員
会
と
協
議
す
る
こ
と
を
得
。

六
、
村
長
は
村
及
び
字
土
地
所
有
権
委
員
会
に
命
じ
て
特

殊
地
域
の
状
況
を
調
査
せ
し
む
る
こ
と
を
得
。

七
、
村
長
は
各
村
及
び
各
字
五
名
の
調
停
委
員
を
任
命
す

る
も
の
と
す
。

土
地
所
有
権
に
関
す
る
係
争
は
各
調
停
委
員
会
に
提

出
さ
る
も
の
と
す
。

八
、
土
地
所
有
者
死
亡
若
し
く
は
行
方
不
明
の
場
合
は
親

等
の
近
き
者
前
所
有
者
に
代
り
て
之
を
処
理
す
る
も
の

と
す
。
親
族
皆
無
の
際
は
村
土
地
所
有
権
委
員
会
は
之

を
調
査
し
村
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
。

九
、
沖
縄
諮
詢
会
総
務
部
は
十
名
よ
り
成
る
中
央
土
地
調

停
委
員
会
を
設
置
し
該
部
長
は
職
種
に
よ
り
其
の
委
員

長
た
る
べ
し
。
県
有
地
並
び
に
日
本
帝
国
々
有
地
に
関

―-103-―
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す
る
係
争
及
び
ニ
ケ
村
若
し
く
は
そ
れ
以
上
の
土
地
所

有
権
委
員
会
に
お
い
て
協
議
さ
れ
た
る
も
猶
決
定
し
能

は
ざ
る
土
地
の
係
争
は
中
央
土
地
調
停
委
員
会
に
提
出

し
て
裁
断
を
あ
お
ぎ
該
調
停
委
員
会
は
之
を
沖
縄
諮
詢

会
総
務
部
に
報
告
す
る
も
の
と
す
。

十
、
村
長
は
受
理
し
た
る
資
料
を
整
理
し
、
沖
縄
諮
詢
会

総
務
部
の
精
査
を
受
く
る
を
要
す
。
村
長
は
土
地
所
有

権
委
員
会
に
依

っ
て
認
定
さ
れ
た
る
土
地
を
表
示
せ
る

地
図
を
沖
縄
諮
詢
会
総
務
部
へ
提
出
す
る
も
の
と
す
。

依
命
通
牒

ロ
イ
ヤ
ル
　
フ
ァ
ー
マ
ン

琉
球
軍
政
府
の
組
織
及
び
運

営
手
続癖

融
評
膵
騨
維
鞘
勢
訟
Ｊ

参
照
‥
ω
　
一
九
四
五
年
三
月

一
日
付

Ω
周
召
⇔‥♂
”
書

簡
〇
八
二
五

ω
　
一
九
四
五
年
十
二
月
十
二
日
付

Ω
口
娼
鰤常

〕♂
鰤
書
簡
五
二
八
五
五

結惧
〈叩

１
　
参
照
書
簡
ぐａ，
は
、
琉
球
軍
政
府
設
立
の
根
拠
と
な

っ

た
行
政
、
経
済
及
び
財
政
に
関
す
る
基
本
指
令

で
あ

る
。
参
照
書
簡
ω
は
、
太
平
洋
方
面
に
お
け
る
海
軍
軍

政
府
の
使
命
に
関
す
る
最
近
の
書
簡
で
あ
り
、
左
記
は

そ
の
一
部
で
あ
る
。

″
停
戦
に
伴
い
、
軍
政
府
は
正
式
の
権
限
に
よ
り
恒
久

的
な
民
行
政
機
関
が
設
け
ら
れ
る
と
き
ま
で
こ
の
占
領
地

を
引
続
き
統
治
し
、
そ
の
間
左
記
の
措
置
を
講
じ
て
米
国

政
府
発
表
の
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
米
国
海
軍
軍
政
府

の
使
命
及
び
任
務
と
す
る
。

ω
　
破
壊
さ
れ
た
財
産
及
び
施
設
を
復
旧
す
る
。

⑪
　
保
健
衛
生
を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

＜ｃ，
　
自
治
体
を
早
期
に
確
立
す
る
。

①
　
沖
縄
人
住
民
に
利
益
を
も
た
ら
し
、
か
つ
沖
縄
人

住
民
が
可
能
な
限
り
最
高
の
経
済
自
立
を
遂
げ
る
助

け
と
な
る
方
針
に
沿
い
、
貿
易
、
工
業
及
び
農
業
の

健
全
な
経
済
開
発
計
画
を
策
定
す
る
。

ぐｅ，
　
沖
縄
人
の
能
力
、
素
質
及
び
地
元
の
環
境
に
適
応

し
、
か
つ
前
記
目
的
の
早
期
達
成
の
助
け
と
な
る
教

育
計
画
を
樹
立
す
る
。

組
織

２
　
琉
球
軍
政
府
の
命
令
系
統
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ

ヱ
０
。

ω
　
軍
政
府
長
官
　
太
平
洋
方
面
米
国
陸
軍
司
令
長
官

が
、
琉
球
軍
政
長
官
を
兼
ね
る
。

⑪

首
席
軍
政
官
　
沖
縄
海
軍
作
戦
根
拠

地
司
令
官

が
、
最
大
限
の
立
法
権
、
行
政
権
及
び
司
法
権
を
含

め
て
、
軍
政
長
官
の
権
限
を
行
使
す
る
。

０
　
軍
政
府
副
長
官
　
沖
縄
米
国
海
軍
軍
政
官
府
指
揮

官
が
、
琉
球
軍
政
府
副
長
官
と
し
て
沖
縄
海
軍
作
戦

根
拠
地
司
令
官
を
補
佐
す
る
。
琉
球
軍
政
府
副
長
官

は
、
住
民
を
直
接
統
治
し
、
琉
球
海
軍
軍
政
府
の
使

命
達
成
に
つ
い
て
沖
縄
海
軍
作
戦
根
拠
地
司
令
官
に

対
し
責
任
を
負
う
。

３
　
軍
政
府
構
成
員
は
、
海
軍
将
兵
、
米
国
海
兵
隊
付
属

憲
兵
隊
、
米
国
陸
軍
通
訳
隊
、
そ
の
他
そ
の
つ
ど
指
定

さ
れ
る
施
設

（例

・
設
営
隊
）
か
ら
成
る
。

４
　
琉
球
軍
政
官
府
副
長
官
所
轄
の
米
国
海
軍
軍
政
府
の

内
部
組
織
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

行
政
部

行
政
係
官

行
政
係
官
補
佐

行
政
係
官
行
政
補
佐

通
信
郵
便
係
官

海
軍
作
戦
根
拠
地
連
絡
係
官

福
祉
保
養
係
官

牧
師

広
報
係
官
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

本
部
司
令

人
事
係
官

キ
ャ
ン
プ
隊
長

視
察
官

総
務
部

統
治
係
官

再
定
住
送
還
係
官

言
語
係
官

労
働
係
官

住
民
救
済
係
官

地
域
総
務
係
官

経
済
部

経
済
係
官

工
業
係
官
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の
建
築
に
紺
し
て
は
軍
政
副
長
官
の
許
可

第
二
条
　
何
人
と
雖
も
建
築
を
希
望
す
る
者
は
そ
の
新
築

場
所
の
所
管
市
町
村
長
か
ら
建
築
許
可
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

事
務
所
、
病
院
、
診
療
所
、
倉
庫
及
び
学
校
等
沖
縄

民
政
府
又
は
市
町
村
官
用
の
建
物
は
建
築
禁
止
地
域
以

内
に
軍
政
副
長
官
の
認
可
を
求
め
て
建
築
で
き
る
。

第
三
条
　
一
、
左
記
の
規
定
に
準
ず
る
場
合
は
建
築
許
可

を
付
与
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

④
　
本
令
の
第

一
条
に
規
定
さ
れ
て
あ
る
特
別
な
許
可

を
得
た
場
合
を
除
い
て
計
画
す
る
建
物
が
現
軍
用
地

域
又
は
軍
事
施
設
の
最
大
境
界
以
内
の
場
所
に
置
か

れ
る
場
合

０
　
建
物
の
場
所
が
弾
薬
又
は
爆
薬
集
積
地
か
ら
五
〇

〇
ヤ
ー
ド

（約
四
五
八
米
）
以
内
又
は
送
油
管
路
か

ら
十
五
吹
以
内
に
計
画
さ
れ
る
場
合

二
、
軍
政
府
地
図
Ａ
号
に
依
る
指
定
地
域
内
に
現
存
す
る

民
家
及
び
建
物
は
其
の
儘
当
地
に
所
在
す
る
こ
と
を
許

さ
れ
る
が
、
将
来
に
於
て
軍
用
開
発
の
た
め
に
其
の
上

地
か
ら
人
家
の
撤
去
が
必
要
と
な
れ
ば
当
地
か
ら
の
移

動
を
免
れ
な
い
こ
と
を
諒
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

斯
か
る
場
合
に
は
所
管
の
市
町
村
長
を
通
じ
て
充
分
の

予
猶
を
与
え
る
べ
く
通
告
す
る
。

第
四
条
　
農
耕
に
対
し
て
本
令
の
触
れ
る
程
度
は
左
記
の

項
に
準
ず
る
。

①
　
耕
作
は
現
軍
用
土
地
の
最
大
境
界
に
達
す
る
地
線

ま
で
許
さ
れ
る
。

●
　
軍
用
土
地
内
に
於
け
る
耕
作
は
当
地
所
管
の
軍
部

隊
指
揮
官
の
判
断
に
よ

っ
て
許
さ
れ
る
。
敢
に
本
令

を
以
て
各
軍
用
地
域
及
び
軍
事
施
設
の
指
揮
官
に
対

し
各
々
管
轄
土
地
内
の
耕
作
を
許
容
す
る
権
利
を
委

任
す
る
。
尚

一
旦
与
え
た
耕
作
許
可
は

一
応
軍
政
副

長
官
の
認
可
な
く
し
て
取
消
し
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

い
一　
軍
政
府
地
図
Ａ
号
に
軍
用
の
た
め
将
来
必
要
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
限
定
地
域
内
に
現
在
行
な
わ
れ
て
い

る
耕
作
は
そ
の
儘
続
行
で
き
る
。
但
し
、
将
来
そ
の

土
地
が
軍
用
上
必
要
と
な

っ
た
場
合
、
農
業
者
は
そ

の
農
作
を
止
め
て
そ
の
土
地
か
ら
撤
去
す
る
こ
と
を

免
れ
な
い
こ
と
を
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る

場
合
に
は
所
管
の
市
町
村
長
を
通
じ
て
充
分
の
予
猶

を
与
え
る
べ
く
通
告
す
る
。

第
五
条
　
現
在
の
軍
用
地
域
の
中
或
る
も
の
は
将
来
に
於

い
て
放
棄
さ
れ
、
又
或
る
施
設
は
現
在
の
地
点
か
ら
軍

政
府
地
図
Ａ
号
の
指
定
地
域
に
移
動
さ
れ
る
。
こ
れ
が

実
施
さ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
軍
用
土
地
は
住
民
に
開
放

す
べ
く
、
逐
次
沖
縄
群
島
知
事
所
管
庁
を
通
じ
て
公
告

す
る
。

第
六
条
　
本
令
の
内
容
を
速
や
か
に
全
住
民
に
周
知
さ
せ

る
こ
と
は
各
市
町
村
長
の
責
任
で
あ
る
。
更
に
軍
政
府

か
ら
本
令
に
対
し
て
変
更
、
削
除
及
び
追
加
事
項
に
関

す
る
指
示
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
も
、
そ
れ
を
速
や
か
に

住
民
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
一
九
四
九
年
八
月
十
八
日
公
布
の
軍
命
令
第

一

号
は
こ
れ
を
以
て
無
効
と
す
る
。

第
八
条

本
令
は

一
九
五
〇
年
二
月

一
日
か
ら
施

行

す

玄
や
。軍

政
長
官
の
指
示
に
よ
り

軍
政
副
長
官
　
米
陸
軍
准
将

ハ
ー
リ
ー

・
Ｂ

。
シ
ャ
ー
マ
ン

土
地
所
有
権
証
明

癖
翫
群
綺
静
脚紗
糾
塾
Ｊ

沖
縄
群
島
民
に
告
げ
る
。

沖
縄
に
於
け
る
土
地
所
有
権
の
申
請
は
過
去
三
カ
年
の

間
、　
一
九
四
六
年
二
月
二
十
八
日
付
軍
政
府
指
令
第

一
二

一
号
首
題

「土
地
所
有
権
関
係
資
料
蒐
集
に
関
す
る
件
」

に
従
い
村
或
い
は
宇
土
地
所
有
権
委
員
に
提
出
せ
ら
れ
各

村
長
は
各
村
及
び
各
宇
に
五
名
か
ら
な
る
調
停
委
員
会
を

設
置
し
該
委
員
会
は
所
有
権
請
求
の
効
力
を
認
定
す
る
た

め
紛
争
を
聴
取
し
沖
縄
民
政
府
に
対
し
、
各
村
長
か
ら
土

地
所
有
権
の
申
告
及
び
紛
争
の
聴
取
も
充
分
に
完
了
し
、

土
地
所
有
権
の
証
拠
と
な
る
証
明
書
の
発
行
を
進
め
る
時

期
に
達
し
て
い
る
旨
報
告
さ
れ
た
。

故
に
余
、
琉
球
諸
島
軍
政
長
官
米
国
陸
軍
少
将
ジ
ョ
セ

フ
・
Ｒ

。
シ
ー
ツ
は
数
に
土
地
所
有
権
の
認
定
及
び
証
明

を
促
進
援
助
し
、
土
地
の
使
用
及
び
所
有
権
に
関
す
る
一

切
の
問
題
の
解
決
に
当
り
公
正
的
処
置
を
助
長
す
る
た
め

沖
縄
住
民
が
当
地
に
於
け
る
土
地
所
有
権
認
定
、
証
明
及

び
登
記
の
計
画
を
進
め
完
成
す
る
よ
う
布
告
す
る
。

第

一
条

一
九
四
六
年
二
月
二
十
八
日
付
軍
政
府
指
令
第

一
二

―-132-―
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一
号
に
よ
る
土
地
所
有
権
申
請
の
提
出
は
一
九
五
〇
年

六
月
三
十
日
以
前
に
行
な
う
べ
き
も
の
と
し
、
此
の
日

は
村
或
い
は
宇
土
地
所
有
権
委
員
会
に
対
す
る
土
地
所

有
権
申
請
の
最
終
期
日
に
す
る
。
其
の
後
所
有
権
の
主

張
は
訴
訟
と
し
て
当
該
管
轄
巡
回
裁
判
所
に
於
い
て
訴

求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

一
九
五
〇
年
二
月

一
日
付
軍
政
府
指
令
第

一
号
に
よ

り
設
立
さ
れ
た
中
央
土
地
所
有
権
認
定
委
員
会
の
委
員

は
各
村
土
地
所
有
権
委
員
会
に
於
け
る
土
地
所
有
権
申

請
の
蒐
集
、
調
査
及
び
地
図
作
成
の
正
確
性
を
確
定
す

る
た
め
其
の
帳
簿
を
審
査
す
る
。
村
土
地
所
有
権
委
員

会
の
仕
事
が
基
準
要
件
に
か
な
え
ば
中
央
土
地
所
有
権

認
定
委
員
会
に
土
地
所
有
権
の
未
記
入
証
明
用
紙
を
村

土
地
所
有
権
委
員
会
に
交
付
し
証
明
計
画
を
遂
行
す
る

よ
う
指
示
す
る
。

第
二
条

一
、
村
土
地
所
有
権
委
員
会
は
未
記
入
証
明
用
紙
を
受

理
し
た
後
、
宇
土
地
所
有
権
委
員
会
の
助
力

を
以

て
、
土
地
所
有
権
申
請
人
の
申
請
書
原
本
に
含
ま
れ

る
資
料
及
び
申
請
人
が
所
有
権
を
承
継
し
た
前
所
有

者
の
氏
名
及
び
取
得
の
日
付
に
関
す
る
申
請
人
の
申

述
に
基
づ
い
て
、
先
ず
争
い
の
な
い
も
の
か
ら
未
記

入
証
明
用
紙
の
空
白
部
分
に
記
入
す
る
。
当
該
財
産

の
位
置
を
記
述
す
る
申
請
人
の
原
図
は
相
違
点
を
指

摘
す
る
註
と
共
に
証
明
書
に
転
記
す
る
。
そ
の
後
署

名
を
除
い
て
完
成
さ
れ
た
土
地
所
有
権
証
明
書
は
一

括
保
管
し
公
示
を
以
て
三
十
日
間

一
般
の
縦
覧
に
供

さ
れ
る
。
其
の
間
に
異
議
あ
る
者
は
同

一
の
土
地
に

対
し
て
権
利
を
主
張
す
る
た
め
の
書
面
に
よ
る
申
請

通
知
を
村
字
土
地
所
有
権
委
員
会
に
提
出
す
る
機
会

を
与
え
ら
れ
る
。
各
村
委
員
会
は
予
め
其
の
通
知
の

指
定
期
間
を
公
示
す
る
。

二
、　
一
定
の
土
地
に
対
し
申
請
が
三
件
以
上
も
あ
る
場

合
は
所
有
権
証
明
書
を
発
行
し
な
い
で
、
村
所
有
権

委
員
会
は
申
請
人
に
対
し
権
利
に
関
し
争
い
あ
る
こ

と
、
関
係
申
請
人
の
氏
名
及
び
権
利
認
定
の
た
め
に

は
当
該
巡
回
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
必
要
の
あ

る
旨
を
通
知
す
る
。
所
有
権
証
舅
書
の
代
り
に
此
の

通
知
の
写
を
土
地
登
記
簿
に
綴
込
み
。
権
利
確
認
の

宣
告
に
よ
っ
て
最
終
的
決
定
を
見
る
ま
で
留
置
き
、

有
効
な
所
有
権
証
明
書
は
其
の
時
、
裁
判
所
の
決
定

通
り
真
の
所
有
者
に
交
付
さ
れ
る
。

第
四
条

一
、
土
地
所
有
権
証
明
書
を
公
示
し
て
綻
旨
に
供
し
た

後
、
該
証
明
書
に
果
議
又
は
争
い
が
な
い
限
り
、
村

長
は
こ
れ
を
承
認
し
て
署
名
捺
印
し
申
請
人
た
る
土

地
所
有
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
証
明
書
原
本
に
と
り
通
知
用
潜
本
三
通

を
作
成

し
、
そ
の
一
通
に
は
表
面
に

「土
地
登
記
所
」
と
明

記
し
他
の
一
通
に
は

「税
務
署
」
更
に
他
の
一
通
に

は

「中
央
土
地
事
務
所
」
と
記
入
し
、
村
長
は
各
通

を
表
示
さ
れ
た

‐関
係
庁
に
送
付
す
る
。

第
五
条

か
く
し
て
署
名
さ
れ
た
証
明
書
は
適
法
な
土
地
所
有

権
の
証
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
但
し
、
其
の
後
当
該

裁
判
所
の
正
規
裁
判
手
続
に
よ
り
そ
れ
に
優
先
す
る
所

有
権
が
認
定
さ
れ
る
場
合
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
か
か
る

場
合
は
当
該
裁
判
所
か
ら
確
認
さ
れ
た
其
の
所
有
権
は

村
長
の
発
行
し
た
争
い
の
あ
る
証
明
書
に
優
越
す
る
。

第
六
条

一
、
承
認
さ
れ
た
土
地
所
有
者
に
対
し
優
先
的
所
有
権

の
主
張
を
な
し
、
彼
の
所
有
権
の
有
効
性
を
争
お
う

と
す
る
者
は
巡
回
裁
判
所
に
訴
え
提
起
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
土
地
の
真
の
所
有
権
は
裁
判
所

の
正
規
の
手
続
と
宣
告
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

二
、
此
の
場
合
、
手
続
中
の
裁
判
所
の
書
記
は
土
地
登

記
所
、
税
務
署
、
中
央
土
地
事
務
所
に
訴
訟
が
続
行

中
で
あ
る
旨
の
通
知
書
を
送
付
す
る
。
こ
の
通
知
書

は
総
て
の
関
係
者
に
該
土
地
所
有
権
に
関
し
訴
訟
が

継
続
中
で
あ
り
、
該
所
有
権
は
係
争
さ
れ
て
い
る
旨

を
通
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
所
有
権
に
関
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
裁
判
所
の
宣

告
は
其
の
判
決
に
よ

っ
て
認
定
さ
れ
た
土
地
の
真
正

の
所
有
者
を
記
録
上
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
土
地
所
有
権
が
裁
判
所
の

最
後
の
宣
告
に
よ

っ
て
無
効
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、

土
地
登
記
簿
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
所
有
権
証
明
書

に
は
裁
判
所
の
宣
告
の
権
限
文
と
日
付
を
含
む
註
と

共
に

「無
効
」
と
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か

く
し
て
土
地
所
有
権
の
有
効
な
る
証
明
書
が
土
地
登

記
所
に
よ

っ
て
発
行
さ
れ
る
。

五
、
手
続
費
用
算
定
の
問
題
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね

ら
れ
る
。

―-133-―
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第
七
条

土
地
所
有
者
は
新
し
い
土
地
所
有
権
証
粥
書
を
受
領

し
た
後
、
そ
れ
を
土
地
登
記
所
に
於
い
て
登
記
す
る
義

務
を
負
う
。

第
八
条

一
定
の
土
地
に
対
す
る
所
有
権
の
申
告
又
は
主
張
が

な
い
場
合
、
又
は
土
地
所
有
権
証
明
書
の
受
領
者
が
い

な
い
場
合
に
は
、
当
該
土
地
は
そ
の
土
地
の
所
在
地
の

村
長
が
不
在
者
の
た
め
に
管
理
す
る
。

第
九
条

村
長
又
は
そ
の
任
命
す
る
代
理
人
は
そ
の
管
理
す
る

土
地
を
次
の
手
続
に
よ

っ
て
管
理
す
る
。

一
、
管
理
に
属
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
す
べ
て
地
図
を

添
付
し
三
十
日
以
内
に
中
央
土
地
事
務
所
に
報
告
す

∠
０
。

二
、
土
地
は
、
そ
の
所
有
者
の
た
め
に
最
も
利
益
に
な

る
よ
う
に
利
用
し
、
そ
の
収
益
は
村
長
が
受
託
者
又

は
管
理
者
と
し
て
所
有
者
の
た
め
に
保
管
す
る
。

三
、
村
長
は
土
地
の
利
用
及
び
管
理
に
関
し
受
託
者
又

は
管
理
者
と
し
て
の
機
能
を
充
分
に
な
す
権
限
を
有

す
る
。
村
長
は
そ
の
土
地
に
対
す
る
所
有
者
の
利
益

を
減
少
す
る
行
為
を
認
可
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
村
長
又
は
そ
の
任
命
す
る
代
理
人
は
土
地
所
有
者

に
対
し
て
受
託
者
と
し
て
の
責
任
を
負
い
、
収
入
を

徴
収
し
、
税
を
支
払
い
、
土
地
の
維
持
改
良
の
た
め

に
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
一
定
の
土
地

に
対
す
る
支
出
が
そ
の
土
地
か
ら
生
ず
る
収
入
を
超

え
、
又
は
一
定
の
土
地
か
ら
生
ず
る
余
剰
収
入
を
税

の
支
払
以
外
に
他
の
土
地
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。
収
入
の
上
が
ら
ぬ
土
地
に
対
す
る
税
は
積

立
て
ら
れ
た
収
入
か
ら
成
る
受
託
者
の
予
備
金
か
ら

支
払
い
、
貸
金
の
形
に
し
て
其
の
土
地

に
賦
課

す

る
。
そ
の
税
と
し
て
の
貸
金
は
そ
の
後
所
有
者
又
は

そ
の
承
継
人
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
ま
で
そ
の
土
地

に
対
す
る
留
置
権
を
構
成
す
る
。

第
十
条

一
、
土
地
登
記
所
は
再
開
し
、
沖
縄
民
政
府
行
政
法
務

部
の
組
織
内
に
於
て
通
常
の
職
務
を
遂
行
す
る
。
登

記
所
に
於
て
は
土
地
所
有
権
に
関
す
る
記
録
を
永
続

的
公
簿
に
記
入
し
、
所
定
の
手
続
に
従

っ
て
所
有
権

証
明
書
を
発
行
す
る
。
登
記
簿
は
治
安
裁
判
所
の
建

物
内
若
し
く
は
そ
の
近
く
に
存
置
す
る
。

二
、
各
土
地
登
記
所
で
は
新
し
い
揃
い
の
完
全
な
土
地

登
記
簿
を
備
え
、
現
在
の
土
地
所
有
権
計
画
に
よ
り

当
該
村
長
に
よ
っ
て
登
記
さ
れ
る
土
地
所
有
権
証
粥

書
は
す
べ
て
当
該
登
記
所
に
於
て
登
記
さ
れ
る
。
爾

後
す
べ
て
土
地
の
譲
渡
、
処
分
、
負
担
又
は
担
銀
の

設
定
若
し
く
は
法
律
関
係
の
変
更
の
あ
る
場
合
は
、

そ
れ
を
生
ず
る
書
類
の
写
を
行
為
後
、
三
十
日
以
内

に
当
該
登
記
所
に
提
出
し
、
登
記
所
は
通
知
用
謄
本

を
税
務
署
及
び
中
央
土
地
事
務
所
に
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十

一
条

沖
縄
民
政
府
管
下
に

「中
央
土
地
事
務
所
」

を
設

け
、
該
事
務
所
は
沖
縄
群
島
の
土
地
に
関
す
る
一
切
の

資
料
を
統
括
し
て
編
集
し
且
つ
土
地
所
有
権
を
示
す
正

確
な
地
図
を
作
成
す
る
。
該
事
務
所
は
村
土
地
所
有
権

委
員
会
の
仕
事
を
調
整
し
且
つ
土
地
登
記
所
の
遵
守
す

べ
き
統

一
さ
れ
た
手
続
に
つ
い
て
進
言
を
な
す
。
該
事

務
所
は
各
村
長
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
る
土
地
の
管
理
報

告
を
審
査
し
、
且
つ
管
理
中
の
土
地
の
利
用
及
び
運
営

並
び
に
こ
れ
か
ら
生
ず
る
収
入
に
つ
い
て
勧
告

を
な

す
。
政
府
機
関
が
土
地
を
取
得
す
る
に
当
り
発
行
す
る

書
類
は
中
央
土
地
事
務
所
を
経
由
す
る
も
の
と
し
、
且

つ
該
事
務
所
は
そ
の
取
得
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

一
九
四
六
年
二
月
二
十
八
日
付
軍
政
府
指
令
第

一
二

一
号
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
村
及
び
各
字
の
土
地
所
有
権

委
員
会
は
、　
一
九
五
一
年
二
月
二
十
八
日
其
の
任
務
を

完
了
し
機
能
を
停
止
し
て
解
散
す
る
。
土
地
所
有
者
の

土
地
所
有
権
申
請
書
原
本
は
地
図
及
び
そ
の
他
の
当
該

土
地
に
関
す
る
資
料
と
共
に
適
当
に
編
綴
し
て
中
央
土

地
事
務
所
に
送
致
さ
れ
る
。

第
十
三
条

事
情
を
承
知
し
乍
ら
、
又
故
意
に
不
正
の
事
実
を
主

張
し
て
土
地
所
有
権
証
明
書
を
取
得
し
た
り
、
土
地
所

有
権
証
明
書
の
発
行
に
関
連
し
て
故
意
に
虚
偽
の
陳
述

又
は
申
請
を
な
す
者
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
二
年

以
下
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
。

本
官
署
名
年
月
日
　
一
九
五
〇
年
四
月
十
四
日

沖
縄
刻
島
軍
政
府
長
官
　
米
国
陸
軍
少
将

ジ

ョ
セ

フ

・
Ｒ

・
シ
ー

ツ

-134-―
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土
地
連
の
あ
ゆ
み
＝
創
立
三
十
年
史
＝

資
料
編

昭
和
六
〇
年
八
月
二
八
日
　
印
刷

昭
和
六
〇
年
八
月
三
〇
日
　
発
行

発
　
行
　
　
社
団
法
人

〒
九
〇
〇

那
覇

市
久
米

二
丁
目
七
番
地
２
二

電
話

（〇
九
八
八
）
六
人
十
六
二
七
〇

土
地
連

三
十

周
年

記

念

誌

編

集

委
員

会

（有
）
潮

印

刷

〒
九
〇

一
十
二
一

浦
添

市
伊
祖

九
〇

一
十
二
四
九

電
話

（〇
九
八
八
）
七
八
十
五
六
六
六

印 編

刷 集

地沖

主縄

会
県

軍
運

用

合地

会等

)

-13-



こ
の

資
料

は
当

館
所

蔵
資

料
の
写

で
あ

る

こ
と

を
証

明
し

ま
す

。

平
成

/う
年
 /
月

辺 S
園

沖
縄
県
公
文
書
館
 _
i

館
長

血
即

義

資料4
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公
用

沖
縄

県
那
覇

市
字

上
ク

屋
20
1

全
部
事
項
証
明
書

(土
地

)

F3
3-
1、

-3
(A
)、

-4

【
登

記
の

日
付

】

余
白

昭
和
54
年

8月
21
日

昭
和
63
年

法
務

省
令
第
37
号

附
則

第
2条

第
2項

の
規
定

に
よ

り
移

記 平
成
13
年

5月
10
日

地
図
番

号
調

製
 
平

成
13
年

5月
10
日

余
白

【原
因

及
び

そ
の

日
付

】

余
白

③
錯
誤

国
土
調
査

に
よ
る
成
果

余
白

積
】

だ
【

③
 

地

33
05

【②
地
 
目
】

原
野

余
白

余
自

那
覇

市
字

上
之

屋
上

之
屋

原

【
表

題
部

】
l土

地
の

表
示

)

【 所
 

在
】

【 ①
 
地
 
番
】

20
1番

余
自

余
白

【
権

利
者

そ
の

他
の

事
項

】

所
有

者
 

那
 
覇
 

市
順
位

1番
の
登

記
を
移

記

昭
和
63
年

法
務

省
令
第
37
号

附
則
第

2条
第

2項
の
規

定
に
よ

り
移

記

平
成
13
年

5月
10
日

因
】

【
原

余
白

余
白

【 受
付

年
月

日
・

受
付

番
号

】

昭
和
36
年

8月
24
日

第
13
06
7号

余
白

【登
記

の
目

的
】

所
有

権
保

存

余
白

区
 

】
(所

有
権

に
関

す
る

事
項

)
【
  
 
甲

【 順
位

番
号

】

1

*
下

線
の

あ
る

も
の

は
抹

消
事

項
で

あ
る

こ
と

を
示

す
。

整
理
番

号
 D
55
3
54
 (
 1
/1
 )

1/
/2

資料6
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□
沖
縄
県
那
覇
市
字
上
之
屋
20
1

こ
れ

は
登

記
簿

に
記
録

さ
れ

て
い

る
事

項
の
全

部
を
証

明
し
た
書
面

で
あ

る
。

た
だ

し
、

登
記

簿
の

乙
区

に
記
録

さ
れ

て
い

る
事

項
は
な

い
。

平
成
15
年

12
月

18
日

】
隠
離
遊
榜
曹
務
局

登
記

官
木
 

下
 

博

全
部

事
項

証
明
書

(三
」 と

1日
ピ ユ

)

*
下

線
の

あ
る

も
の

は
抹

消
事

項
で

あ
る

こ
と

を
示

す
。

攀
D5
5
35
4(
1/
1)

2ノ
/2

-18-
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第 7章 布設工事の施工及竣工

第 4節 通水式

市民待望の水道布設工事 もほぼ完成 し、昭和 8年 9月 か ら各戸への給水 も開始 されたの

で、その通水式を明治節の前 日、昭和 8年 11月 2日 に新装成った上之屋浄水場で挙行する

ことになった。

水道の創設により文化都市の仲間入 りができて、那覇っ児の血潮は高鳴 り、通水式を中

にはさんで、11月 1日 か ら4日 間、全市を挙げて盛大な通水祝賀行事が繰広げられ、最終

日は、那覇四町気質 を遺憾な く発揮した辻町での綱挽をもって、祝賀行事 を締め くくった。

この通水祝賀行事には、計7,500円 の予算 を計上 し、行事執行に当っては、水道部の職

員は勿論、市役所全職景を動員してその準備に当り、総務係、庶務係、用度係、設備係、

余興係、受付係、接待係の各係を設けて事務を分掌 した。 4日 間の行事は次のとおりであ

る。

(通水祝賀行事 日程 )

11月 1日 夜 仕様卜花火 於奥武山公園入口 (午後 7時から)

静 i ,■
l iIIナ |

‐ 1↓

68

通水式で開橙する照屋市長 (昭不日8年 11月 2日 )

-20-
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土

地
問
題

成 之 形 丈 デ モ 必 要 品 ナ リ

２ 、 鉛 筆 　 図 面 事 務 並 二 其 他 ノ 事 務 用

３ 、 墨 汁 又 ハ イ ン ク 各 個 人 ヨ リ ノ 申 請 書 作 製 事 務 二 必 要

４ 、 間 縄 　 一 二 〇 間 モ ノ 一 筋 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．

０ 　 各 字 ノ 調 査 事 務 開 始 期

土 地 所 有 権 ヲ 確 認 ス ル 調 査 事 務 ハ 農 民 ノ 意 気 ノ 昂 揚 デ ア リ 唯 一 ノ 誇 リ

デ ア ル 土 地 ノ ミ 焼 失 上 ザ ル 戦 災 ノ 遺 物 ト シ テ 農 民 二 与 エ ラ ン タ ル 全 財 産

デ ア ル
此 ノ 財 産 ガ 所 有 権 ノ 確 認 ガ 出 来 得 ル ヤ 否 二 付 テ ハ 農 民 ガ 絶 ヘ ズ 念 頭 ヲ

離 レ ザ ル 関 心 事 デ ア ッ タ

幸 ニ シ テ 之 等 財 産 ガ 元 姿 二 復 帰 ス ル コ ト ニ 相 ナ ッ タ コ ト ハ 農 村 民 復 興

ノ 根 幹 ト ナ ス ベ キ デ ア ル 顧 ル ニ 真 和 志 村 民 ハ 当 分 自 村 工 復 帰 出 来 難 ヒ 事

情 二 置 レ ル 身 ニ ア リ ナ ガ ラ 穏 忍 フ 重 ネ 不 自 由 ヲ 忍 ビ ツ ツ ヨ ク 村 長 ノ 施 政

二 協 カ ヲ 続 ケ ツ ツ ア リ 此 ノ 不 自 由 ナ 生 活 ハ 最 後 ノ 勝 利 ヲ 獲 得 ス ル ニ 役 立

ツ 天 ノ 試 練 デ ア ル 、 此 ノ 試 練 ノ 中 ニ ア リ テ 夏 期 ヲ 辺 エ テ ロ 下 一 年 中 ノ 食

糧 対 策 二 狂 奔 ス ル 現 情 ニ ア リ 此 ノ 季 節 ヲ 失 シ テ ハ 食 糧 増 産 ノ 日 ハ 来 ラ ズ

故 二 各 部 落 ノ 土 地 調 査 事 務 ハ 八 月 中 迄 デ ハ 中 止 シ 、 村 ノ 調 査 事 務 ノ ミ ヲ

早 急 実 施 シ テ ハ 如 何

ω 　 部 落 土 地 調 査 委 員 ノ 増 加

少 ナ ク ト モ 今 六 名 位 ノ 増 員 ヲ 必 要 ト ス

い 　 村 土 地 調 査 二 必 要 ナ 技 術 員 ノ 採 用

目 下 天 願 ノ 水 道 事 業 二 活 躍 中 、 本 村 出 身 前 県 土 木 課 員 ノ 普 天 間 直 温 君

ヲ 採 用 シ タ キ コ ト 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

（ 一 九 四 六 年 十 一 九 六 三 年 土 地 調 査 に 関 す る 書 類 綴 　 土 地 所 有 権 調 査 委 員 会 ）

一 九 四 六 年 七 月 二 十 日

総 務 部 長

各 市 町 村 長 殿

字 区 域 変 更 及 改 称 方 二 関 ス ル 件

本 月 八 日 附 沖 総 第 二 二 九 号 ヲ 以 テ 標 記 ノ 件 通 牒 致 置 候 処 土 地 調 査 事 務 処 理 上

急 ヲ 要 シ 候 条 若 シ 貴 管 内 二 該 当 字 ア ラ バ 至 急 認 可 申 請 書 御 提 出 相 成 度

尚 該 当 ナ キ 場 合 ハ 其 旨 折 返 シ 御 回 報 相 煩 度

右 及 督 促 候 也
（ 一 九 四 六 年 十 一 九 五 七 年 土 地 所 有 権 関 係 重 要 文 書 　 真 和 志 村 ）

真 庶 発 二 三 七 号

一 九 四 六 年 八 月 十 二 日

真 和 志 村 長 　 金 　 城 　 和 　 信

沖 縄 知 事 　 志 喜 屋 　 孝 　 信 　 　 殿

字 騒 域 変 更 及 改 称 許 可 申 請

別 紙 ノ 通 り 字 区 域 変 更 及 改 称 致 度 候 条 御 許 可 相 成 度 比 段 及 申 請 候 也

添 付 書 類

・ 字 区 域 変 更 の 改 称 調 書

・ 同 上 ノ 説 明 書

。 理 由 書

・ 図 面

字 区 域 変 更 及 改 称 調 書

一 九 四 六 年 九 月 十 三 日 設 立

字 区 域 変 更 及 改 称 調 書 摘 要 欄 ノ 説 明

伸 井 真

与 　 儀

古 波 蔵

国 　 場

上 　 間

真 嘉 比

安 　 謝

天 　 久

安 　 里

一 〇 ノ 内
三

一 〇 ノ 内
八

一 〇 ノ 内
七

八
九

内ノ

一 八 ノ 内
一 一

一 〇 ノ 内
六

一 一 ノ 内
五

松 尾

三 中 前

楚 辺

壷 川

寄 宮
大 道

樋 ナl
l

古 島

銘 苅

上 之 屋

五
九

七

二 八 七

四 〇 元

五 九 八

三 七 九

二 六 五

六 五 六

一 七 八

三 六 七

五 七 三

三 二 人

五 六 五

三 九 二

三 〇 八

二 〇 五

四 四 二

四 二 五

四 〇 三

四 二 四

一 六
三 九

二 九
八 五

一 一 六
七 一

八 〇
二 〇

七
五 六

一 〇
二 七

一 七 〇
工 全

三 四 〇
六 五

四 七 五

三 五 二

二 四 五

八 五 七

一 、 〇 二 七

二 一 全
五 〇 二

六 四

一 一 一 一 一 一 一

一 二 九

四 二 八

工 四 六

二 一 七
一 全

二 四 三

四 七 五

一 、 二 六 五

一 、 二 八 八

五 九 九

一 、 〇 二 〇

五 三 三

三 二 四

九 九 〇

工 舎 一 〇

一 、 〇 二 一

六 五 一

七 八 一

三 七 〇

一 一 一 ハ 一 一 一

五 五 五

五 四 七

八 一 三

六 三 九

崎 増 原 ・ 洗 田 原 ・ 宮

城 原
勝 良 又 ・ 濤 原 ・ 垣 新 ・

後 原 ・ 瓦 屋

国 場 原 ・ 長 田 ・ 前 原 ・

樋 川 原 。 神 塁 原

与 儀 ・ 前 原 ・ 後 原 ・

船 増 原 ・ 奥 武 門 ・ 宇

蘭
一 ヶ 字 ハ 天 久 ヨ リ

（ 穂 取 謝 原 ） 一 ヶ 字

ハ 真 嘉 比 ヨ リ （ 名 護

松 尾 原 ） 真 嘉 比 ヨ リ

兼 本 原

銘 苅 へ 一 ケ 字 （ 穂 取

謝 原 ）

力

，

・

伊 是 名 ・ 赤 マ

大 石 原 ・ 佐 久

・ 佐 久 真 ・ 下

真 又
上 大 道

大 道 ・

安 里 原 ・ 羽 佐 真 ・ 神

無 良 川 ・ 平 良 ・ 後 原 ・

一 副 田
一 ヶ 字 ハ 銘 苅 へ （ 名

護 松 尾 原 ）

字 　 名

二 三 字

松 川
;

卜́ 一 ∴ 基

識 　 名

小 字 数

一 二 八 字

一　 　 六 オ 内

一 〓 ア 内
七

字 　 名

七 六

！ ■

・
ヤ

涙 ！地 ！

繁 多 川

小 字 名

新
中 ■ 一 ↓ ド れ

七
五 二

現 　 在

八 、 六 三 二

（ 一 二 中 一 ■ 一 狩 麗
二 一 二 一 二

二 四 一

要 転 出

亨 ？ 一
、

麟

・
十 ■ ０

一 〇

五 三 一

要 転 入

十 　 一 三 六 ．
或

一 七 一

七 〇

六 、 三 六 五

甚 達 機 夢 一

一 一 一一 十 一 二 年 型 一

差 ]十

人 回

一 四 、 四 六 六

五 〇 三

一 二 一 一
垂 誓 、ェ ミ 纂 瘍 耳 苺 嬢 雰 翌

御 殿 後 原 ・ 山 田 ・ 竹

一 梢 撃 諏 響 導 益 部 掛
宮

繁 多 川 ・ 寒 水 川 原

石 田 。 金 城 前 原 ・

里 ・ 湧 崎 原 ・ 野 座

識 名 ・ 小 又 原 ・ 上 門

後 ・ 東 原 ・ ケ ブ ン 川 ・

大 名 ・ 西 門 原

摘 要

松 　 尾

一 一 中 前

楚 　 　 辺

士 霊 ,I
I

古 波 蔵

寄 　 宮

国 　 場

仲 井 真

上 　 間

繁 多 川

真 　 地

識 　 名

石 川 後 ・ 松 尾

楚 辺
真 地 ・ 美 武 田

阿 手 川 ・ 赤 畑

兼 久 ・ 行 田 谷 ・ 長 作

寄 増 ・ 洗 田 ・ 宮 城 （ 字 与 儀 ）

国 場 ・ 溝 原 。 前 原 ・ 垣 新 ・ 瓦 屋 ・

後 原 ・ 勝 良 又 。 長 田

仲 井 真 ・ 前 原 ・ 伊 地 堂 ・ 上 田 。 東

オ フ リ ー ・ 西 オ フ リ ー 　 　 ・
Лヽ

当 原 ・ 山 川 “ 淵 下

矢 旗 。 長 崎 ・ 底 田

東 原 ・ 前 日 ・

繁 多 川 ・ 石 日 ・ ノ ジ ャ ・ 宮 里 。 金

城 前 ・ 寒 水 川 前 ・ 魚 崎

山 田 ・ 卸 殿 後 。 上 原 ・ 竹 下 ・ 真 地

原 ・ 御 殿 原

識 名 ・ 東 原 。 大 名 ・ 上 門 後 ・ 西 門

原 ・ ケ プ ン 川 ・ 小 又

計

松
古 　 島

真 嘉 比

銘 　 苅

安 　 謝

上 之 屋

天 　 　 久

大 　 道

安 　 　 里

樋
与 　 儀

一 二 人

松 川 ・ 前 原 ・ 三 又 原 ・ 後 原 。 今 帰

仁 ・ 与 那 覇 堂

真 嘉 比 川 ・ 宝 口 ， 大 神 ・ 宇 久 増 ・

東 原
真 嘉 比 ・ 西 原 ・ 後 原 ・ 軍 原 ・ 前 原

銘 苅 。 直 禄 ・ 多 和 田 ・ 名 護 松 尾 ・

宇 久 増 ・ 港 川 原 ・ 赤 田 ・ 穂 取 謝 （ 天

久 ） ・ 兼 本 原

安 謝 上 削 東 原 上 副 原 ・ 後 原 ・ 兼 久 ・

義 理 地 。 東 原 ・ 西 原 ・ 港 原

上 之 屋 。 前 田 ・ 寺 原 ・ 西 寺 原 ・ 泊

後 ・ 後 苗 代

天 久 二 剛 原 。 東 原 二 霊 川 。 赤 松 尾 ・

水 溜 ・ 後 原 ・ 西 原 ・ 潮 満 ・ 御 嶽 門 ・

樋 川
上 大 道 ・ 下 大 道 上 赤 マ カ リ ・ 佐 久

真 又 。 大 石 原 （ 識 名 ） ・ 伊 是 名 前 （ 識

名 ） 佐 久 真 （ 字 識 名 ）

安 里 ・ 前 田 ・ 平 良 ・ 後 原 ・ 神 無 良

川 ｔ 羽 佐 間

樋 川 ・ 神 里

与 儀 ・ 宇 蘭 ・ 後 原 ・ 船 増 ・ 奥 武 門 ・

前 原 ・ 西 原
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理 　 　 由 　 　 書

本 村 ノ 行 政 字 ハ 置 県 以 来 沖 縄 島 嶼 町 村 制 施 行 二 至 ル 迄 デ 十 二 ケ 字 二 指 定 セ ラ

ン タ ル モ 明 治 三 十 七 年 当 時 ノ 牧 志 村 （ 字 ） ハ 那 覇 市 二 編 入 セ ラ レ 十 一 ケ 字 ト ナ

ル 然 ル ニ 明 治 四 十 二 年 沖 縄 県 特 別 町 村 制 施 行 セ ラ ル ル ヤ 字 識 名 ョ リ 「 繁 多 川 ・

真 地 」 字 古 波 蔵 ヨ リ 壷 川 ｅ 楚 辺 、 字 安 謝 ヨ リ 「 銘 苅 」 以 上 五 ヶ 字 ガ 分 離 増 加 シ

十 六 ケ 字 ト ナ リ 大 正 九 年 一 般 町 村 制 施 行 卜 同 時 二 字 天 久 ヨ リ 上 之 屋 字 真 嘉 比 ヨ

リ 古 島 字 安 里 ヨ リ 大 道 字 古 波 蔵 ヨ リ 松 尾 ノ 四 ヶ 字 ガ 分 離 シ テ 二 十 ヶ 字 ト ナ ル 其

後 村 ノ 発 展 ハ 人 ロ ノ 増 加 二 伴 ヒ 遂 二 戦 前 当 時 ハ 二 十 七 ヶ 字 人 口 一 八 、 〇 二 一 人

ヲ 算 シ 将 来 益 々 部 落 ノ 増 加 発 展 ヲ 予 想 セ ラ ル ル 処 ア リ タ ル モ 戦 争 終 末 ノ 結 果 種 々

ノ 変 化 ヲ 来 シ 別 紙 表 示 ノ 通 り 現 在 二 十 三 ヶ 字 人 口 八 、 六 三 二 人 二 縮 小 ノ 止 ム ナ

キ ニ 至 ル 。 本 村 部 落 ノ 変 遷 ハ 以 上 二 列 記 セ ル 通 リ ナ ル モ 右 部 落 ハ 単 二 行 政 運 営

上 ノ 便 益 二 上 マ リ 其 他 ノ 機 構 取 扱 ハ 総 テ 旧 字 単 位 ニ シ テ 行 政 字 卜 混 同 シ 支 障 多

ク シ テ 完 全 ナ ル 運 営 ヲ 期 ス コ ト 甚 ダ 困 難 ノ 状 態 ニ ア リ タ リ

故 二 今 回 従 来 分 離 発 展 ヲ 遂 ゲ タ ル 現 在 二 十 三 ヶ 字 ヲ 基 礎 ト シ テ 行 政 運 営 ヲ 計 ル

ホ 共 二 戸 籍 及 財 産 ノ 表 示 土 地 ノ 地 番 地 区 二 至 ル 迄 デ 右 二 十 二 ヶ 部 落 ヲ 単 位 二 変

更 及 改 称 ヲ ナ シ 以 テ 村 民 ノ 部 落 愛 卜 便 益 ヲ 計 ラ ン ト ス

各 部 落 別 土 地 所 有 権 調 査 委 員 配 当 調

年 　 月 　 日

市 　 長 　 名

宛

土 地 所 有 権 委 員 選 任 に 関 す る 件

貴 殿 ヲ 何 町 土 地 所 有 権 委 員 二 選 任 致 度 候 条 御 多 忙 中 ノ 処 恐 縮 二 存 ジ 候 べ 共 左

記 御 了 承 ノ 上 御 尽 力 被 下 度 及 御 依 頼 候 也

（ 一 九 四 六 年 十 一 九 五 四 年 　 土 地 所 有 権 関 係 重 要 文 書 　 真 和 志 村 ）

沖 縄 民 政 府 指 令 第 一 七 一 号

真 和 志 村

一 九 四 六 年 八 月 十 二 日 附 真 庶 発 第 二 三 七 号 申 請 字 区 域 変 更 及 改 称 ノ 件 許 可 ス

一 九 四 六 年 九 月 十 三 日

沖 縄 知 事 　 志 喜 屋 　 孝 　 信 　 一回国 　 場

仲 井 真

上 　 間

識 名

大 字 名

一 〇
ノ
＼

一 一 一 一 一

原 名 数

寄 　 宮

国 　 　 場

仲 井 真

上 　 　 間

繁 多 ナ|
|

真 　 地

識 　 名

行 政 字 名

ノ
＼

ノ
＼

七
七

分 　 　 担

小 　 字 　 数
四

八
ノ
＼

八
四

八

五
五

五
五

五
五

五

委 　 目 貝 　 数
四

五
四

五
五

四
五

大 石 原 ハ 大 道 ヘ

摘 　 　 要

計
松 ナ|

|

真 嘉 比

安 　 謝

天 　 久

安 　 里

与 　 儀

古 波 蔵

一 二 八
一 四

一 ハ
一 〇

一 一 三

松 サ|
|

古 　 島

真 嘉 比

銘 　 　 一 刈

安 　 謝

上 之 屋

天 　 　 久

大 　 　 道

安 　 　 里

樋 サ|
|

与 　 儀

松 　 　 尾

二 中 前

楚 　 　 辺

一 霊 サ十
1

古 波 蔵

一 二 八
五

五
九

九
一 一

七
七

一 二 八
五

五
九

七

一 一
七

ノ
R

一 一 五
五

五
五

五
五

五
五

五
五

五
五

五
五

五
五

五

一 〇 六
五

五
五

五
五

五
エ

五
四

五
四

匹
l

四
四

四

九
元 大 道 原 ハ 消 失

東 原 ノ 地 名 ナ シ

石 　 川 　 口 日 　 英

当 真 嗣 起

五 七
四 六

中 等 学 校 半 途 退 学

戦 前 首 里 市 書 記 （ 戸 籍 課

長 ） 勤 務

目 下 首 里 市 主 事 デ 庶 務 課

勤 務
沖 縄 県 属 デ 地 方 課 勤 務

目 下 首 里 市 主 事 デ 産 業 課

勤 務

金 城 町

当 蔵 町 〃

首 里 市

第
2章

 
土

地
問
題

記

一 、 土 地 所 有 権 認 定 二 関 シ 別 二 定 メ タ ル 実 施 要 綱 二 依 り 取 扱 ヲ ナ ス

一 、 本 事 務 取 扱 中 ハ 日 当 ヲ 支 給 ス

一 、 本 委 員 二 就 任 出 来 ザ ル 場 合 ハ 其 ノ 事 由 ヲ 記 シ 市 長 宛 二 申 出 ラ レ 度

（ 一 九 四 六 年 十 一 五 五 一 年 土 地 有 無 調 査 資 料 に 関 す る 綴 　 首 里 市 役 所 ）

市 土 地 所 有 権 委 員 報 告 書

首 里 市

つ

■

町 土 地 所 有 権 委 員 報 告 書 首 里 市

伊 江 朝 謙

真 栄 域 　 玄 　 裕

与 　 儀 喜 二 郎

与 儀 清 三

氏 　 名

二 九
六 九

三 八

年 令

沖 縄 県 立 工 業 学 校 卒 業

台 湾 総 督 府 営 林 省 勤 務

（ 森 林 主 事 ）

一 中 卒

富 山 県 技 術 専 門 学 校 卒 業

高 小 卒

沖 縄 県 物 産 検 査 所 書 記

目 下 首 里 市 救 済 委 員 勤 務

一 中 校 卒 業

大 東 文 化 学 院 卒 業

沖 縄 新 聞 社 記 者

目 下 首 里 市 助 役 勤 務

略 歴

当 蔵 町

池 端 町

汀 良 町

久 場 川 町

出 身 地

〃
〃

〃

首 里 市

担 当 区

町 　 名

四 月 一 日 交 替

備 　 　 考

真 栄 城 　 玄 　 明

宮 里 真 津

勝 連 朝 光

島 袋 健 治

佐 渡 山 　 安 　 司

宮 　 里 　 　 博

玉 城 仁 盛

名 嘉 原 　 安 　 教

知 念 栄 真

津 嘉 山 　 朝 　 武

翁 長 良 昌

氏 　 名

四 九
一 ハ 一 一 一

三 八
五 四

七 五
五 八

五 一

五 二
五 六

四 一

年 令

沖 縄 県 立 工 業 学 校 卒 業

元 首 里 市 会 議 員

目 下 首 里 市 政 委 員

従 来 農 業 二 従 事

台 湾 総 督 府 土 木 課 勤 務

一 中 校 卒

元 首 里 市 書 記 勤 ム

那 覇 市 立 商 業 校 半 途 退 学

高 小 卒

雑 貨 商 ヲ 営 ム 側 ラ 農 業 ニ

従 事
従 来 農 業 二 従 事

斜 離 鋼 欄 帷 僻 蝶 公 学 校 長

高 小 卒

戦 前 首 里 市 会 議 員

目 下 首 里 市 政 委 員

〃

高 小 卒

農 業 二 従 事

高 小 卒 　 “

戦 前 首 里 市 会 議 員

目 下 首 里 市 政 委 員

略 歴

〃

池 端 町

池 端 町

〃
〃

真 和 志 町

〃
〃

〃

山 川 町

出 身 地

〃

池 端 町

〃
〃

〃

真 和 志 町

〃
〃

〃

山 川 町

担 当 区

町 名

備 　 　 考
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事件番号 平成 15年 (ワ )第 1562号土地所有権確認等 請求事件

原告
被告

村 山
那覇市

貴 子
代表者市長 翁長雄志

準 備 書 面 (1)

平成 16年 2月 13日

那覇地方裁判所民事第 1部 2A係 御中

T902-8570
沖縄県那覇市寄宮 2丁 目32番 1号
那覇市水道局 (送達場所 )

被告那覇市代表者市長翁長雄志指定代理人

那覇市吏員 川満 修

同

　

同

　

同

儀保 伸男藍動
亀島 秀俊

(、 1主|

嘉数 真電動
被告は、次のとお り弁論を準備する。

1

2

3

本件土地は被告の所有であり、被告が昭和 8年 (1933年 )に本件土地を
含む地域 (上之屋)において浄水場を建設 し、以来今 日に至るまで不断に水
道事業 (本件土地は浄水場の保安林地区として所有)を行っている場所であ
る。 (乙第 1号証 那覇市水道之図)

1944年 (昭和 19年)の 10・ 10空襲及び 1945年 (昭和 20年)の沖縄戦
により沖縄本島における登記簿、公図等のほとんどが焼失したため、土地の
所有権を決定する必要から、『土地所有権関係資料蒐集に関する件』 (1946
年 (昭和 21年)2月 28日 米国海軍軍政府本部指令第 121号。以下「本部指
令」とい う。)に基づき沖縄本島全域において土地所有権調査が行われ、土
地所有権が決定した。 (乙第 2号証 土地所有権関係資料蒐集に関する件)

前項の調査及び決定が完了したので、『土地所有権証明』(1950年 (昭和 25

年)4月 14日 米国軍政府本部特別布告第 36号。以下「特別布告」という。)

が住民に告げられた。 (乙第 3号証 土地所有権証明)

被告は、本件土地について本部指令に定められた手続きに則 り、1947年
(昭和 22年)9月 16日 那覇市として『土地所有申請書』を宇所有権委員会

に提出した。 (乙第 4号証 土地所有申請書 )

4

資料13
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5 被告は、1952年 (昭和 27年)12月 19日 土地所有権証明書を真和志村 (当
時)か ら交付された。被告は、現在当該証明書を保有していない。 しかし、
真和志村が作成 した土地所有権証明書交付簿に 1952年 (昭和 27年)12月 19
日に本件土地について土地所有権証明書が那覇市に交付された旨の記載があ
ることから、土地所有権証明書の交付を受けたことは間違いない。 (乙第 5
号証 土地所有権証明書交付簿)

6 被告は、昭和 36年 (1961年 )8月 24日 付け本件土地の所有権の保存登記
を行った。 (乙第 6号証 本件土地登記簿 (全部事項証明書))

7 被告は、被告所有の本件土地を含む地域に、昭和 8年に浄水場を建設 し那
覇市民に給水を開始した。以来今 日までの約 70年間にわたり本件土地を自
主占有してきた。 (乙第 7号証 文献及び写真。乙第 8号証 航空写真 1。

乙第 9号証 航空写真 2)

8 被告は、本部指令第 3項に基づき、1947年 (昭和 22年)9月 16日 に本件
土地所有者 として所有土地の申請書を宇所有権委員会に提出している。この
時期の自主占有から起算しても今 日まで約 56年間の占有が続いている。 (乙
第 10号証 本件土地の土地賃貸借契約書)

9 したがって、仮に本件土地が被告の所有でなかったとしても、被告は本書
をもって上記時効を援用する。

10 本件土地について、以上で述べた事実から被告の所有であることは明白で
あるが、被告は、遡つて本件土地の所有権取得め経過を立証する煩瑣を避け
るために、あえて本訴において時効を主張するものである。上記のとおり、
仮に本件土地について被告が所有権を取得 していなかったとしても時効によ
り本件土地が被告の所有であることは明白であるから、速やかに審理の対象
を時効に絞った上で木訴請求を棄却されたい。

Φ
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事件番号 平成 15年 (フ )第 1562号土地所有権確認等 請求事件

原告
被告

村 山
那覇市

貴 子
代表者市長 翁長雄志

ゝ
↓
フ

涯

り
翼

証 拠 説 明 書

平成 16年 2月 13日

那覇地方裁判所民事第 1部 2A係 御中

被告 那覇市代表者市長翁長雄志指定代理人

那覇市吏員 川満 修

儀保 伸

亀島 勲こ)
嘉数'真

電動

同

　

同

　

同

Φ

書証の表示

1 乙第 1号証  那覇市水道之図  本件土地が昭和 10年 (1935年 )時点
の図面に保安林 として表示されていることを示 し、当時から被告の所有であ
つたこと及び現に自主占有 していたことを立証する。

2 乙第 2号証  土地所有権関係資料蒐集に関する件  戦災により登記
簿、公四等が焼失したことを受け、本部指令に基づき土地所有権の調査及び
決定の作業が行われたこと並びに被告が当該本部指令に基づき所有者 として
の行為をしたことを乙第 4号証と合わせて立証する。

3 乙第 3号証  土地所有権証明  土地所有権関係資料蒐集に関する件に
基づき作業が進み、権利関係が決定したものについて土地所有権証明が交付
されること並びに乙第 4号証及び乙第 5号証 (後述)と ともに被告が所有者
として本件土地についての所有申請を行い所有権証明を受けたことを立証す
る。

4 乙第 4号証  土地所有申請書  乙第 2号証とともに、被告が本件土地
の所有者 として本部指令に基づく申請を行ったことを立証する。

5 乙第 5号証  土地所有権証明書交付簿  特別布告に基づいて、真和志
村から本件土地について土地所有権証明を受けたことを立証する。

6 乙第 6号証  登記簿 (全部事項証明書) 被告が、本件土地について
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昭和 36年 (1961年 )所有権保存をしたことを立証する。

7 乙第 7号証  文献及び写真  被告が昭和 8年 (1933年)上之屋 (本件
土地を含む地域)イこおいて浄水場を建設 し、給水を開始 したことを立証する。

8 乙第 8号証  1945年 (昭和 20年)1月 3日 撮影の航空写真  1945年
(昭和 20年)以前に確かに上之屋 (本件土地を含む。)に浄水場が存在 して

いたこと及び当時から本件土地が浄水場保安林 として浄水場を囲み地理的に
一体 となっていることを立証する。

9 乙第 9号証  1945年 (昭和 20年 )12月 10日 撮影の航空写真  1945年
(昭和 20年)の後半には米軍が駐留 し、土地は整地され米軍が使用するよう
になった。 しかし、航空写真に見られるように、保安林 としての本件土地を
含む浄水場付近一帯は米軍が使用する区域に組み入れ られることはなく、空
襲前 と大差ない状態で残 された。このことから、米軍駐留時にあっても本件
土地 と浄水場は外形的に一体となっていたこと、したがって本件土地につい
ての被告が自主占有 していたこと立証する。

10 乙第 10号証  土地賃貸借契約書  1966年 (昭和 41年)5月 16日 にマ
ネングコーポレーションと締結 した本件土地の土地賃貸借契約書を示 し、当
時においての被告の本件土地に紺する自主占有を立証する。
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・
東
原

。
西
原

・
港
原

銘
苅

・
直
禄

・
多
和
田

・
名
護
松
尾

・

宇
久
増
・
港
川
原
・
赤
田
。穂
取
謝

（天

久
）
・
兼
本
原

真
嘉
比

・
西
原

。
後
原

・
翠
原

・
前
原

真
嘉
比
川

・
宝
口
ｏ
大
神

・
宇
久
増

東
原

松
川

。
前
原

・
二
又
原

・
後
原

。
今
帰

仁

・
与
那
覇
堂

一
二
八

与

　

儀

樋安
　
　
里

大
　
　
道

天
　
　
久

上

之

屋

安
　
　
謝

銘
　
　
苅

真

嘉

比

古

　

　

島

松

計

識
名

。
東
原

。
大
名

。
上
門
後

・
西
門

原

・
ケ
ブ
ン
川

・
小
叉

山
田
・
御
殿
後
。
上
原
・
竹
下
・
真
地

原
・
御
殿
原

繁
多
川

・
石
田

。
ノ
ジ
ャ
・
宮
里

・
金

城
前

・
寒
水
川
前

・
魚
崎

当
原

・
山
川

・
淵
下

。
東
原

。
前
田

・

矢
旗

。
長
崎

。
底
田

仲
井
真

。
前
原

・
伊
地
堂

・
上
田

。
東

オ
フ
リ
ー

。
西
オ
フ
リ
ー

国
場
・
濤
原

。
前
原

・
垣
新

・
瓦
屋

後
原
・
勝
良
又
。
長
田

寄
増

。
洗
田

・
宮
城

（字
与
儀
）

兼
久

・
行
田
谷
・
長
作

阿
手
)||

赤
畑

真
地

・
美
武
田

楚
辺

石
川
後

・
松
尾

識

　

名

真
　
　
地

繁

多

川

上
　
　
間

仲

井

真

国
　
　
場

寄

　

宮

古

波

蔵

士空

|
|サ

楚
　
　
辺

二

中

前

松
　
　
尾

憮 _
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212第 2章 土地問題

理
　
　
由

　

書

本
村
ノ
行
政
字
ハ
置
県
以
来
沖
縄
島
嶼
町
村
制
施
行
二
至
ル
迄
デ
十
二
ケ
字
二
指
定
セ
ラ

レ
タ
ル
モ
明
治
三
十
七
年
当
時
ノ
牧
志
村

（字
）
ハ
那
覇
市
二
編
入
セ
ラ
レ
十

一
ケ
字
ト
ナ

ル
然
ル
ニ
明
治
四
十
二
年
沖
縄
県
特
別
町
村
制
施
行
セ
ラ
ル
ル
ヤ
字
識
名
ヨ
リ

「繁
多
川

・

真
地
」
字
古
波
蔵
ヨ
リ
壷
川

・
楚
辺
、
字
安
謝
ヨ
リ

「銘
苅
」
以
上
五
ヶ
字
ガ
分
離
増
加
シ

十
六
ケ
字
ト
ナ
リ
大
正
九
年

一
般
町
村
制
施
行
卜
同
時
二
字
天
久
ヨ
リ
上
之
屋
字
真
嘉
比
ヨ

リ
古
島
字
安
里
ヨ
リ
大
道
字
古
波
蔵
ヨ
リ
松
尾
ノ
四
ヶ
字
ガ
分
離
シ
テ
二
十
ヶ
字
ト
ナ
ル
其

後
村
ノ
発
展
ハ
人
ロ
ノ
増
加
二
伴
ヒ
遂
二
戦
前
当
時
ハ
二
十
七
ヶ
字
人
口

一
八
、
〇
二

一
人

ヲ
算
シ
将
来
益
々
部
落
ノ
増
加
発
展
ヲ
予
想
セ
ラ
ル
ル
処
ア
リ
タ
ル
モ
戦
争
終
末
ノ
結
果
種
々

ノ
変
化
ヲ
来
シ
別
紙
表
示
ノ
通
り
現
在
二
十
三
ヶ
字
人
口
八
、
六
三
二
人
二
縮
小
ノ
止
ム
ナ

キ
ニ
至
ル
。
本
村
部
落
ノ
変
遷
ハ
以
上
二
列
記
セ
ル
通
リ
ナ
ル
モ
右
部
落
ハ
単
二
行
政
運
営

上
ノ
便
益
二
止
マ
リ
其
他
ノ
機
構
取
披
ハ
総
テ
旧
字
単
位
ニ
シ
テ
行
政
字
卜
混
同
シ
支
障
多

ク
シ
テ
完
全
ナ
ル
運
営
ヲ
期
ス
コ
ト
甚
ダ
困
難
ノ
状
態
ニ
ア
リ
タ
リ

故
二
今
回
従
来
分
離
発
展
ヲ
遂
ゲ
タ
ル
現
在
二
十
三
ヶ
字
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
行
政
運
営
ヲ
計
ル

ト
共
二
戸
籍
及
財
産
ノ
表
示
土
地
ノ
地
番
地
区
二
至
ル
迄
デ
右
二
十
三
ヶ
部
落
ヲ
単
位
二
変

更
及
改
称
ヲ
ナ
シ
以
テ
村
民
ノ
部
落
愛
卜
便
益
ヲ
計
ラ
ン
ト
ス

各
部
落
別
土
地
所
有
権
調
査
委
員
配
当
調

（
一
九
四
六
年
十

一
九
五
四
年
　
土
地
所
有
権
関
係
重
要
文
書
　
真
和
志
村
）

沖
縄
民
政
府
指
令
第

一
七

一
号

真
和
志
村

一
九
四
六
年
八
月
十
三
日
附
真
庶
発
第
二
三
七
号
申
請
字
区
域
変
更
及
改
称
ノ
件
許
可
ス

一
九
四
六
年
九
月
十
三
日

沖
縄
知
事
　
志
喜
屋
　
孝
　
信
　
一回

（
一
九
四
六
年
十

一
九
五
四
年
土
地
所
有
権
関
係
重
要
文
書
　
真
和
志
村
）

国
　
場

仲
井
真

上
　
間

識
　
名

大
字
名

一
〇 ノ(

一一一一一

原
名
数

寄

　

宮

国
　
　
場

仲

井

真

上
　
　
間

繁

多

)||

真

　
　
地

識

　

名

行
政
字
名

ノ( ノ( 七 七

分

　

　

担

小
　
字
　
数

四 ノ( ノ( ノ( 四 ノヽ

五 五 五 五 五 五 五

委
　
員
　
数

四 五 四 五 五 四 五

大
石
原
ハ
大
道

ヘ

摘

　

　

要

計
松

)||

真
嘉
比

安
　
謝

天
　
久

安

　
里

与
　
儀

古
波
蔵

一
二
人

一
四

一
八 一

〇

一
一一一一

松

,||

古

　

島

真

嘉

比

銘
　
　
苅

安
　
　
謝

上

之

屋

天
　
　
久

大
　
　
道

安
　
　
里

樋

ナ||

与

　

儀

松
　
　
尾

二

中

前

楚

　
　
辺

士空

ナ||

古

波

蔵

一
二
八 五 五 九 九 七 七

一
二
人 五 五 九 七 七 ノ(

一
一
五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五

一
〇
六 五 五 五 五 五 五 五 五 五 四 五 四 四 四 四 四

九 元
大
道
原

ハ
消
失

東
原
ノ
地
名
ナ
シ

止
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資料 16 

久高議長提出資料に対する調査結果 

 

1 提出資料 

 

 

2 確認結果 

(1)ヒアリング部署 沖縄県農林水産部 森林管理課 森林保全班 

(2)ヒアリング内容 

➀一般的な照会では、地番を特定して照会を受け、保安林台帳等と照合を行い、

回答する。 

②真和志村天久の 5 筆は、現在の地番が特定できなかったため、保安林台帳

で確認できなかった旨回答したものである。 

③沖縄県の資料等についても、戦争で焼失していたため、1950 年代に琉球森
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林法に基づき、保安林を指定し、整備してきた。過去の資料があるものにつ

いては、指定の日付が明治になっているものもある。 

④沖縄県が日本に復帰する際に、森林法が適用され、保安林台帳を新しく編集

してきたところであり、その年代は 1972年以降である。 

⑤戦前に指定されていた保安林が戦後どのように取り扱われたかについては、

資料がなく確認できない。 

⑥今改めて指定すると改定した場合、過去の資料があるという条件のみで保

安林に指定するのではなく、現状が保安林の要件を満たしているものを指

定することとなる。 

-51-


